
3 相談支援のための専門的能力。力 

①インテ血クー≡おける面接及びヨミュ≡   

ナーーl‥ミノヨン能力  

②サ‰ビス調整における地圭或社会の社会資   

源の把握能力  

③利用者の主体性を重視する能力  

④地域におけるネットワ触クを構築する能力  

⑤権利擁護を推進する能力  
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制度の壁の矛盾  

⑳介護保険法  65歳以上  

40歳以上で特定疾患  

65歳以上の高齢者の多数  

が身体障害者  

・障害者  障害者手帳の所持者  

65歳になると介護保険の  

対象となる  
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地域の中には、福祉≡触ズのな  
い人達も、 障害者も高齢者竃も  

芋供も雑居している  
l
●
 
 

l
 
●
 
 

なぜも 種別で相談を矧苫な曹ずれ  
ぱならないのか  

l
●
 
 

l
●
 
 

相談を受ける側の知識とスキ飽  

の不足椚ヨけを、 利用者に恒k．：＿♪  
ているのでは？  
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『ワンストップ』の相談  

①たらい回しにしない  

②相談者本人と家族の全体を捉える  

（医凰保健、福祉、介護保険、そめ他）  
③相談からサ鵬ビス利用の連続性  

（相談だけで終わら世ない）  

④生活支援を躊躇している人や社会的   

踪孤立している入代の働き釧プ  
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高齢者。障害者・子供等の種別i≡  
関わらず初期相談を実施する忘ほ  

⑳ 董訴が明確で、 り血刀ピ昏」ティ触のある  
人駄 各相談窓口ヘつなぐ 8  

。主訴が明確でない、またほ漠然とした不  
安、重層的な課題のある人は、地圭或包括  
支援センタ鵬でインテ嘘クをし、必要な  
支援機関をコーディネイトする。  
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富士宮市における総合相談支援システムヲ日吻  

支援を必要とする人  

具体的な支援体制のマネⅦジメント  

と、定期的なモニタリングの実施  
ワンストップで相談受理（インテ…や）  

主折が明確化されていないケースや、重層的な課題のあるケース  

は地域包括支援センターで相談受理する  
権利擁護センタ棚   

（準備中）  

攣高齢者等虐待等への対応  

・緊急性の判断  

■措置への提言  

由成年後見制度の利用促進  

・市長申立のサボ柵卜   

弁護士・司法書士‘社会福祉  

士t精神保健福祉士一人権擁  

護委農・研究者事医師等の専  

門家で委員会を構成。  

地域包括支援センタ剛で対  

応困難な事例や、法棒的な  
課題をサボ棚卜する。  

相談内容が明確な場合は、直接それぞれの窓口へつなぐ  

権利擁護に係る  

専門的な内容に  

関して助言・支  

援を行う。   各関係機関との連絡調整会議  

各行政機関傾健福祉機関堰療機軌フォ叩マル、インフォーマルな機関等、  

利用者の支援に必要と思われる機関を召集し適宜開催する。（市の責任で召集する）  
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権利擁護広域ネットワークヲ日蝕  （富士圏域）  
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自分で相談にこ れない人をどのよ  
うに連接するか。  

。恥入暮らしで閉じこもりがちな泉 
8  

⑳認知症が始まり消費者被害に轟∋若齢る   

人。  

。支援を拒否している人  

。生活困窮している人  

⑳虐待や経済的搾取にあ∋ぞいる人  

参地権事業や成年後見制度利用が必要なÅ  
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地主或での見守りネットワbクの構築  

。地域住民の意識改革  

。地区社協組織（市内12ゲ所）の活用Q  

。老人クラブや民生委員との協働  

◎地域型支援ゼンタ鵬∈旧窪介）の再編  
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富士宮市における福祉事務所機能（H20年度案）  
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・障害者自立支援法の範囲  

・給付事業！障害者自立支援協議  

困難事例の場合は連携  

手醐 

≡喜係1  

l〔保有 ＿J  

。
地
域
支
援
事
業
に
関
す
る
こ
と
 
 

子供未来課   子育て支援係  

保育係  

療育支援  

保育所  

＊社会保障制度の狭間にいる人た  

ちを包括的な支援体制の申で支え  

られるようなワンストップ初期相  

談と具体的な関係機関による支援  

体制の連携を構築し、福祉事務所  
機能を強化しているのが特徴。  

‥－ －  ●● ●   
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